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軽油引取税免税証(農業用)の

交付申請を受付けます

●申請日時及び場所 
　１月21日（月）〜23日（水）
　９：30〜12：00・13：00〜15：30

　北秋田市役所本庁舎

●交付日時及び場所 
　２月１日（金）９：30〜12：00
　北秋田市役所本庁舎

　※２月５日以降は随時対応 
◎お問い合わせ 
　　　北秋田地域振興局県税課課税班
　　　　　　　　���０１８６−４９−２２１１
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免税軽油使用者証

使用する機会の購入等証明書

免税軽油使用者証交付手数料　４００円

誓約書

免税証交付申請書

共同申請明細書　※共同申請は○

免税軽油の引取り等に係る報告書

免税軽油の引取りを証明する納品書や購入証明書等

耕作面積の証明書　※共同申請は全員分

印鑑　※共同申請は全員分

未使用免税証（残券）
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新規　更新　継続　書換 交付申請に必要な書類等 

市長訓示市長日誌

◇
12
月
16
日
〜
31
日 

17
日
（
月
）
▽
第
59
回
全
国
植
樹
祭
第
１
回
実
施
本
部
会
議
に

　
　
　
　
　
出
席
（
県
庁
）
▽
北
秋
田
市
移
動
行
政
懇
話
会
に

　
　
　
　
　
出
席
（
森
吉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
） 

18
日
（
火
）
▽
「
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
た
か
の
す
」
建
築
工
事
起
工

　
　
　
　
　
式
に
出
席
（
栄
地
内
） 

19
日
（
水
）
▽
平
成
19
年
北
秋
田
市
議
会
12
月
定
例
会
本
会
議

　
　
　
　
　
最
終
日
（
市
議
事
堂
） 

20
日
（
木
）
▽
９
月
17
日
発
生
の
豪
雨
災
害
の
死
亡
者
及
び
行

　
　
　
　
　
方
不
明
者
の
親
族
に
対
し
見
舞
金
と
弔
慰
金
を
交

　
　
　
　
　
付
▽
北
秋
田
市
移
動
行
政
懇
話
会
に
出
席
（
阿
仁

　
　
　
　
　
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
） 

21
日
（
金
）
▽
北
秋
田
市
廃
棄
物
減
量
推
進
審
議
会
の
初
会
合

　
　
　
　
　
で
委
員
へ
委
嘱
状
を
交
付
（
市
役
所
会
議
室
）
▽

　
　
　
　
　
定
例
記
者
会
見
を
実
施
（
市
役
所
会
議
室
）
▽
林

　
　
　
　
　
道
コ
ン
ク
ー
ル
農
林
水
産
大
臣
表
彰
受
賞
祝
賀
会

　
　
　
　
　
に
出
席
（
米
澤
屋
） 

22
日
（
土
）
▽
北
林
照
助
氏
叙
勲
受
章
祝
賀
会
に
発
起
人
代
表

　
　
　
　
　
と
し
て
出
席
（
森
吉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
） 

25
日
（
火
）
▽
市
営
薬
師
山
ス
キ
ー
場
開
き
に
出
席
（
薬
師
山

　
　
　
　
　
ス
キ
ー
場
・
同
ス
キ
ー
場
ヒ
ュ
ッ
テ
）
▽
大
阿
仁
・

　
　
　
　
　
阿
仁
合
財
産
区
管
理
委
員
に
選
任
書
を
交
付
（
市

　
　
　
　
　
役
所
会
議
室
）
▽
北
秋
田
市
移
動
行
政
懇
話
会
に

　
　
　
　
　
出
席
（
市
中
央
公
民
館
） 

27
日
（
木
）
▽
12
月
31
日
付
退
職
者
に
辞
令
交
付
（
市
役
所
） 

市
長
日
誌 

  

◇
平
成
20
年
　
年
頭
の
訓
示
◇  

　
平
成
20
年
の
仕
事
始
め
を
迎
え
た
１
月
４
日
、

市
役
所
本
庁
舎
大
会
議
室
で
岸
部
市
長
が
幹
部
職

員
ら
を
前
に
年
頭
の
訓
示
を
行
い
、「
今
年
は
新

生
の
年
。
新
た
な
気
持
ち
で
取
り
組
み
を
」
と
、

職
員
へ
の
奮
起
を
促
し
ま
し
た
。 

  

　
冒
頭
で
岸
部
市
長
は
、
昨
年
９
月
の
豪
雨
災
害

に
触
れ
、
現
場
で
の
職
員
の
復
旧
活
動
に
対
し
て

労
を
ね
ぎ
ら
い
な
が
ら
、「
穏
や
か
な
新
年
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
被
災
地
で
は
未
だ
に
復

旧
作
業
が
続
き
、
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
る
市
民
も
い
る
。
今
後
、
市
道
や
林
道
な
ど
被

害
を
受
け
た
箇
所
の
早
期
復
旧
に
向
け
、
取
り
組

み
を
進
め
た

い
」
と
、
全
力

を
傾
け
て
災

害
復
旧
に
あ

た
る
決
意
を

述
べ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、「
災

害
は
い
つ
襲

っ
て
く
る
か

わ
か
ら
な
い
。

再
び
起
き
た

こ
と
を
想
定

し
な
が
ら
、

業
務
に
あ
た

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
北
秋
田
市
が
誕
生
し
た
３

年
前
の
よ
う
に
、『
新
生
の
年
』
と
思
っ
て
各
種

事
業
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。 

　 

 

　
「
市
民
病
院
は
昨
年
暮
れ
か
ら
建
設
の
つ
ち
音

が
響
き
、
こ
の
春
に
オ
ー
プ
ン
が
予
定
さ
れ
て
い

る
大
型
店
で
は
、
多
く
の
雇
用
も
見
込
ま
れ
る
な

ど
市
全
体
の
活
力
は
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
契

機
に
さ
ら
に
各
種
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
み
た

い
」
と
、
気
構
え
を
示
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
６
月
15
日
に
北
欧
の
杜
公
園
で
開
催
さ

れ
る
第
59
回
全
国
植
樹
祭
に
つ
い
て
は
、「
い
か

に
市
を
Ｐ
Ｒ
で
き
る
か
が
勝
負
。
当
日
は
、
地
元

の
食
材
を
使
っ
た
弁
当
な
ど
も
提
供
す
る
こ
と
に

な
る
。
昨
年
食
品
偽
装
問
題
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
比
内
地
鶏
も
、
今
で
は
『
ど
ん
な
味
な
の

か
』
と
関
心
が
持
た
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
話
題

を
逆
手
に
取
っ
て
売
り
込
む
な
ど
、
積
極
的
に
市

の
物
産
な
ど
も
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
思

い
出
に
残
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
し
た
い
」
と
述

べ
ま
し
た
。 

  

　
最
後
に
、「
ま
ず
は
『
新
生
の
年
』
の
第
一
歩
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
を
図
り
な
が
ら
、
新
し

い
市
を
創
り
上
げ
る
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
。
今

年
も
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
に
従
事
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
ま
た
、
常
に
市
民
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
、
誤
解
を
与
え
な
い

よ
う
な
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
」
と
、
市
民
と
の
相

互
理
解
に
基
づ
い
た
、
職
員
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
求
め
ま
し
た
。  

   

市
幹
部
職
員
ら
に
向
っ
て
年
頭 

の
訓
示
を
行
う
岸
部
市
長 

﹁
新
生
の
年
﹂
と
し
て
取
り
組
み
を

被災者に対する所得税の軽減措置

　災害により住宅や家財に損害を受けた方は、所得税法による雑損控除または災害減免法による所得税の軽

減のどちらか有利な方法を選択できます。 

　自己または生計を一にする扶養親族等が有

する資産（生活に通常必要でない資産、事業

用資産等を除く）。

　自己または生計を一にする扶養親族等

が有する住宅または家財。ただし、損害

額が住宅や家財の2分の１以上であること。

対象となる資産

の範囲等 

所得税法（雑損控除） 災害減免法 

　控除額は、次の㈰と㈪のうちいずれか多い

方の金額。

㈰差引損失額−所得金額の10分の１

㈪差引損失額のうち災害関連支出金額−５万円

※差引損失額＝損害金額−保険金等で補てん

される金額

控除額または所

得税の軽減額 

　税額控除額は、次の額。

合計所得金額 所得税の軽減額

500万円以下 全額免除

500万円超 ２分の１の軽減
750万円以下

750万円超 ４分の１の軽減
1000万円以下

○災害に関連してやむを得ない支出をした金

額についての領収書を提出または添付するこ

とが必要。

○損失額が、その年の所得金額から控除しき

れない場合には、翌年以後3年間に繰り越し

て各年の所得金額から控除できる。

参考事項 

○原則として、損害を受けた年分の所得金

額が1000万円以下であること。

○「損失額の明細書」を確定申告書に添付

することが必要。

住民税からの住宅ローン控除について

●控除の対象になる方は

　税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末

までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、

翌年度の住民税（所得割）から控除できます。

●申告が必要です

　平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。平成19年

分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに「住宅借入金等特別税額控除申告

書」を提出してください。

●申告書の提出方法

　㈰所得税の確定申告をされない方　申告書に源泉徴収票を添付して市役所税務課（または各支所企画総務課）へ提出

　㈪所得税の確定申告をされる方　　所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

誤
解
を
与
え
な
い
仕
事
を

積
極
的
に
市
の
物
産
を
Ｐ
Ｒ

被
災
箇
所
の
早
期
復
旧


